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令和５年度都道府県単位保険料率の算定に係る基礎データ

・都道府県支部別・年齢階級別加入者数

・都道府県支部別医療給付費

・年齢階級別加入者１人当たり医療給付費

・都道府県支部別総報酬額

○ 医療給付費に関する都道府県単位保険料率は、下記の基礎データを用いて算定する

（年齢調整及び所得調整を含む）。

注 ・ 上記の都道府県支部別・年齢階級別加入者数及び都道府県支部別総報酬額については、令和３年度の実

績データを集計したものに、全国計における令和５年度の見込み値と令和３年度の実績値との比率を乗じて

算出。

・ また、都道府県支部別や年齢階級別の医療給付費については、令和３年度の実績データを集計したもの

から、東日本大震災等に伴う窓口負担の減免措置に係る影響額（窓口負担減免額及び波及増分に係る額）を

控除したうえで、全国計における令和５年度の見込み値と令和３年度の実績値との比率を乗じて算出。

・ なお、医療給付費については、国庫補助金及び特別の事情に係る額（原子爆弾被爆者に係る医療費及び

療養担当手当に係る額等）を控除している。

○ 上記のほか、都道府県単位保険料率の算定にあたっては、「健康保険法第160条第３項

第２号経費」、「同条第３号経費」、「令和３年度の都道府県支部別の収支差」及び

「インセンティブ制度による都道府県支部別加減算額」も必要となる。
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仕訳表（令和５年度見込）

【支出】 （百万円）

　法第160条第３項第１号経費

　・医療給付費（国庫補助を除く） 5,335,168

　法第160条第３項第２号経費

　・現金給付費等（国庫補助、日雇拠出金を除く） 523,060

　・拠出金等（国庫補助を除く） 3,560,051

・前期高齢者納付金 1,334,052

・後期高齢者支援金 2,225,931

・退職者給付拠出金 61

・病床転換支援金 8

　法第160条第３項第３号経費

　・協会業務経費（国庫補助を除く） 221,356

　・一般管理費（国庫負担を除く） 53,155

　・貸付金 88

　・雑支出 23,542

　・準備金積立て 213,226

　*事務経費・雑支出（国） 44,736

合　　　計 9,974,382

【収入】

　保険料収入

　・保険料収入（一般分） 9,951,772

　その他収入

　・貸付金返済収入 88

　・雑収入 17,921

　*日雇特例被保険者保険料収入 1,355

　*雑収入等（国） 3,245

合　　　計 9,974,382

 ・ * については、国の予算において計上されるもの。

 ・ 第１号経費の医療給付費は、特別の事情に係る額（原爆医療費及び療養担当手当に係る額等）を控除したものであり、当該控除額は

 ・ 第２号経費の現金給付費等に含まれている。

 ・ 第２号経費及びその他収入において、インセンティブ制度による加算額及び減算額は含まれていない。

 ・ 第３号経費及びその他収入において、令和３年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算分は含まれていない。
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保険料率別の支部数、令和４年度からの変化（暫定版）
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令和５年度都道府県単位保険料率における

保険料率別の支部数

（暫定版）

支部数

20

26

料率（％） 金額（円）

＋0.19 ＋285 1

＋0.18 ＋270 1

＋0.17 ＋255 1

＋0.15 ＋225 1

＋0.14 ＋210 1

＋0.11 ＋165 2

＋0.08 ＋120 1

＋0.07 ＋105 1

＋0.06 ＋ 90 1

＋0.04 ＋ 60 1

＋0.03 ＋ 45 1

＋0.01 ＋ 15 1

0.00 0 1

▲0.01 ▲ 15 1

▲0.02 ▲ 30 1

▲0.04 ▲ 60 2

▲0.05 ▲ 75 1

▲0.09 ▲135 1

▲0.10 ▲150 3

▲0.11 ▲165 1

▲0.12 ▲180 2

▲0.13 ▲195 2

▲0.14 ▲210 1

▲0.17 ▲255 1

▲0.18 ▲270 4

▲0.19 ▲285 1

▲0.20 ▲300 2

▲0.23 ▲345 1

▲0.24 ▲360 2

▲0.25 ▲375 1

▲0.26 ▲390 1

▲0.32 ▲480 1

▲0.38 ▲570 1

▲0.39 ▲585 1

▲0.41 ▲615 1

▲0.49 ▲735 1

注１．「＋」は令和５年度保険料率が令和４年度よりも上がったことを、

　　　「▲」は下がったことを示している。

　２．金額は、標準報酬月額30万円の者に係る保険料負担（月額、労使折半後）

       の増減である。

令和５年度都道府県単位保険料率の

令和４年度からの変化

（暫定版）

令和４年度保険料率

からの変化分 支部数

13

33
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令和５年度富山支部保険料率の算定方法

第１号支部保険料率
（調整前）

＝
支部医療給付費

＝
50,531百万円

＝ 4.94％
支部総報酬額 1,021,990百万円

【参考】

第１号平均保険料率 ＝
全国医療給付費

＝
5,335,168百万円

＝ 5.36％
全国総報酬額 99,488,994百万円

第１号
保険料率

● 第１号経費（医療給付費）に係る部分
● 支部間で年齢調整（ア）、所得調整（イ）を講じる

● 端数整理のため、計数が整合しない場合がある（精算分やインセンティブ制度に係るものは
0.001％単位で四捨五入、その他は0.01％単位で四捨五入）
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年齢調整額 ＝ 平均給付費 － 標準給付費 ＝ ▲873百万円

平均給付費 ＝ 加入者一人当たり医療給付費 × 支部加入者数
＝ 132,219円 × 4,059百人
＝ 53,672百万円

標準給付費 ＝ Σ{加入者一人当たり医療給付費（年齢階級別）
× 支部加入者数（年齢階級別）}

＝ 54,545百万円

年齢構成が高い支部ほど医療費が高くなる傾向にあるため、年齢構成を全国平均とした場合の
医療費と、実際の支部の年齢構成に基づく医療費との差額を算出し調整を行う。ア．年齢調整

● 年齢構成が全国平均より高い支部（年齢調整額がマイナス） → 保険料率が下がる
● 年齢構成が全国平均より低い支部（年齢調整額がプラス） → 保険料率が上がる

年齢階級
一人当たり
医療給付費
（円）

富山支部
加入者数
（百人）

標準給付費
（百万円）

0～4歳 180,992 169 3,054

5～9歳 81,291 208 1,687

10～14歳 69,642 234 1,630

15～19歳 61,325 259 1,589

20～24歳 58,989 257 1,518

25～29歳 71,166 234 1,665

30～34歳 80,825 245 1,984

35～39歳 86,583 297 2,568

40～44歳 96,388 354 3,411

45～49歳 116,232 447 5,191

50～54歳 146,073 384 5,613

55～59歳 184,124 315 5,806

60～64歳 228,710 296 6,779

65～69歳 284,826 207 5,896

70～74歳 402,290 153 6,154

全体 132,219 4,059 54,545

令和５年度富山支部保険料率の算定方法
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令和５年度富山支部保険料率の算定方法

所得調整額 ＝ 全国医療給付費 ×
支部総報酬額

－ 平均給付費
全国総報酬額

＝ 5,335,168百万円 ×
1,021,990百万円

－ 53,672百万円
99,488,994百万円

＝ 1,133百万円

所得が低い支部ほど保険料率が高くなる傾向にあるため、実際の支部の所得水準に基づく医療
費と、所得水準を全国平均とした場合の医療費との差額を算出し調整を行う。イ．所得調整

● 所得が全国平均より高い支部（所得調整額がプラス） → 保険料率が上がる
● 所得が全国平均より低い支部（所得調整額がマイナス） → 保険料率が下がる
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①令和３年度
精算分以外

＝
全国第３号経費

＝
556,103百万円

＝ 0.56％（全国一律の保険料率）
全国総報酬額 99,488,994百万円

②令和３年度
精算分

＝ 0.00％（支部の収支差がプラスのため）

令和５年度富山支部保険料率の算定方法

第３号支部保険料率 ＝ ①令和３年度精算分以外 ＋ ②令和３年度精算分
＝ 0.56％

第２号
保険料率

● 第２号経費（現金給付費、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金等）のほか、インセンティブ
制度の加算に係る部分

第３号
保険料率

● 第３号経費（業務経費、一般管理費、準備金積立て、令和３年度精算分等）に係る部分

①インセンティ
ブ分以外

＝
全国第２号経費

＝
4,083,111百万円

＝ 4.10％（全国一律の保険料率）
全国総報酬額 99,488,994百万円

②インセンティ
ブ分

＝
支部加算額

＝
102百万円

＝ 0.01％
支部総報酬額 1,021,990百万円

第２号支部保険料率 ＝ ①インセンティブ分以外 ＋ ②インセンティブ分
＝ 4.11％

※資料１－１(Ｐ４)のＡ

※資料１(Ｐ４)のＢ
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令和５年度富山支部保険料率の算定方法

①令和３年度精算
分及びインセン
ティブ分以外

＝

その他収入

＝

22,610百万円

＝ 0.02％（全国一律の保険料率）

全国総報酬額 99,488,994百万円

②令和３年度精算
分

＝

支部収支差

＝

461百万円

＝ 0.05％

支部総報酬額 1,021,990百万円

③インセンティブ
分

＝ 減算なし

収入等見込額
相当率

● 収入等見込額（日雇いの保険料収入、雑収入、令和３年度精算分等）のほか、インセンティブ
制度の減算に係る部分

※計算により得られた値を0.01％単位で四捨五入

収入等見込額相当率 ＝ ①令和３年度精算分及びインセンティブ分以外 ＋ ②令和３年度精算分
＋ ③インセンティブ分
＝ 0.07％（※）

※資料１(Ｐ４)のＣ


